
札幌市ＩＣＴ活用工事（土工 1000m3未満）要領
第１条 ＩＣＴ活用工事（土工 1000m3未満）について
１ 受注者は、ＩＣＴ活用施工の希望有無を、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更

による、変更施工計画書の提出を含む）までに発注者へ提案・協議を「様式 実施協議書」を用いて

行い、協議が整った場合に下記４～７によりＩＣＴ活用施工を行うことができる。

（以下、ＩＣＴ活用施工を行う場合）

２ 原則、実施するＩＣＴ工種について、具体的な工事内容及び対象範囲を監督職員と協議するものと

する。なお、実施内容等については施工計画書に記載するものとする。

３ 受注者はＩＣＴを活用し、土工 1000m3 未満について以下の施工プロセス①～⑤の施工を実施する。
また、各施工プロセスを実施する上で必要な技術基準等は、国の実施要領に準拠するものとする。な

お、現場の環境条件により、各施工プロセスにおいてＩＣＴ活用による施工が困難な場合は、施工可

能な一部範囲の施工ができるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。

①３次元起工測量

本工事の起工測量において、従来手法による起工測量を原則とするが、３次元測量データ取得す

るため、下記１）～８）から選択（複数選択可）して測量を行うものとする。

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

５）ＲＴＫ-ＧＮＮＳを用いた起工測量 

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

②３次元設計データ作成

設計図書や施工プロセス①で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行うための３次元設

計データを作成する。

③ＩＣＴ建設機械による施工

施工プロセス②で得られた３次元設計データを用いて、下記１）のＩＣＴ建設機械により施工を

実施する。

１）３次元ＭＧ建設機械

 ※ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称

④３次元出来形管理等の施工管理

施工プロセス③によるＩＣＴ施工もしくは従来施工の管理において、下記１）～13）から選択

（複数以上可）して、出来形管理を行うものとする。

出来形管理にあたっては、標準的に断面管理を実施するものとするが、施工現場の環境条件によ

り面的な計測による出来形管理を選択してもＩＣＴ活用工事とする。

１）モバイル端末を用いた出来形管理 

２）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 



３）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

５）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

６）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

７）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

８）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

９）施工履歴データを用いた出来形管理（河床掘削） 

１０）施工履歴データを用いた出来形管理（地盤改良工） 

１１）施工履歴データを用いた出来形管理（土工） 

１２）地上写真測量を用いた出来形管理（土工編）（案）（土工） 

１３）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

⑤３次元データの納品

施工プロセス④により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として納品する。

４ 上記施工プロセス①～⑤の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達すること。

また、施工に必要なＩＣＴ活用工事用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケ

ーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

発注者は、３次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に貸

与する。また、ＩＣＴ活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品

と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。

５ 受注者は、当該技術の施工にあたりアンケート調査を行うものとし、調査の実施及び調査票につい

ては別途指示するものとする。

６ 施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。

７ 施工において疑義が生じた場合または本要領に記載のない事項については、監督職員と協議するも

のとする。

第２条 ＩＣＴ活用工事の費用について

１ 受注者が、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合、ＩＣ

Ｔ活用工事を実施する工種及び各施工プロセスについては設計変更の対象とし、本要領以外のものは

下記１）により計上することとする。

１）ＩＣＴ活用工事（土工 1000m3未満）積算要領（国土交通省）
ただし、監督職員の指示に基づき、施工プロセス①、②を行った場合は、受注者は監督職員からの

依頼に基づき、見積り書を提出するものとする。

２ 施工プロセス④、⑤については、原則、断面管理にて出来形管理を実施するため、経費は計上しな

い。ただし、受発注者協議の上、面管理にて出来形管理を実施する場合は、受注者は監督員からの依

頼に基づき見積書を提出し、必要額を適正に積み上げるものとする。

３ 受注者は、当該技術の施工にあたり活用効果等に関する調査が行われる場合、発注者が指示する調

査方法（調査票の作成、及び聞き取り調査等）に協力すること。また、本調査に別途費用を要する場

合は、設計変更の対象とする。


